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2.研 究のね らい ・目的

AO1「 地域と生態環境」班は前年度 までの論議で 「地域研究」における 「地域」と 「生態

環境」に関す る共通認識に達 した と昨年度の研究成果報告で述べた。本年度 は地域の社会、生

態諸過程解明の研究手法をそれぞれに再検討 し、地域全体系の相互作用解明にむけて具体的な

社会、生態単位にその方法の適用を試みた。

その際意識的に留意 したことは対象とす る社会、生態諸過程をあきらかにするだけでな く、

地域全体系 幕社会生態系理解に必要な相互作用の認識であった。つまりマルテ ィディシプ リナ

リなアプローチということが第一点である。

第二に地域全体系の認識は歴史的、社会的諸条件に規定されるがゆえに通時的に絶対の認識

ということはありえない。人 と自然の関係について、吉田集而はニュージーラン ドにおけるマ

オ リ族の例 として、生態環境 は地域を構成す る重要 な要素であるが、地域の生態環境は自然の

ままの存在ではな く、常に人 との相互作用によって形成され、 しかも人の自然認識と自然 との

関係は時間によって変遷する ものであることを示 した。古川久雄は森の文明を課題 として、森

の優越する地域における生態 ・社会 ・文化複合のあ り方を検証するこころみをおこなった。

潤沢な資源賦存状況の もとでの開発 と枯渇に瀕す る状況の もとでのそれは違 っている。生態

環境は常に変化 しつつある。変化は人の活動の与件であるだけでなく、人は変化の原因で もあ

る。変化の方向をみきわめるため、よるべき規範を意識することがつ よく求め られる。飯島み

どりは中央アメリカ地峡部における1980年 代の苦悩す る社会の変動を とりあげ、和平達成の社

会的コス トを論 じ、あわせて域外の関与について考察 した。鎌野邦樹は地域および地域の生態
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環境が人間活動によって急激に崩壊 しつつある時、その過程での生態環境に対す る社会規範の

構造を具体的にあきらかにするとともに、今後の 「在 りうべ き規範」を考究 した。

安成哲三は中国 ・モ ンゴルの乾燥 ・半乾燥地域 における降水量変動の地域性 とアジアの夏の

モ ンスー ンとの関連を解析 し、中村浩二 はイン ドネ シアにお ける昆虫群集の多様性とその動態

をあきらかに し、二宮生夫は熱帯雨林の林冠部における生態生理構造を さぐる努力を重ねてい

る。かれ らのとる手法は伝統的な気象学、生態学ではあるがかれ らは地域の生態環境の保全、

有効利用のための手法の開発をめざし、そのために現地研究者の養成と現地における研究体制

の確立、 日本の共同研究、研究援助のあ り方の検討など現代的な課題を意識 しはじめている。

3.平 成7年 度の研究 の経 過

上のような研究 目的を もって、 「地域 と生態環境」班は次 の通 り研究会を開催 した。研究会

はいずれ も公募研究班である斉木、柳、増田各班と共 同で開催 した。

第12回 研究会(1995年7月15-16日)は 松山市で開催 した。飯 島みどりが 「ニカラグ ァ大西

洋岸現地報告」 と題 して報告 した。飯島は昨年度の除隊者の社会復帰状況についての現状把握

と考察につづ き、開発か保護かの争いが 自治確立 ・拡大交渉の最大の隆路 と化 しているニカラ

グァの事例について、大西洋岸の現地調査をお こな った。報告はこの調査結果に基づ くもので

ある。中央アメ リカ地峡部(以 下 中米)は1980年 代に社会内の貧富の格差に由来する数 々の武

力紛争に苦 しんだ。米国の介入 もあって一連の紛争が世界的反響を惹起 した結果、紛争の最終

的解決に中米地域外の さまざまなパワーが関与す ることとな った。なかでも国連は当事者 間交

渉の支援に始ま り、選挙監視や非正規軍の武装解除のほか、和平実現過程の随所で具体的かつ

積極的な役割を担 った。全世界的にみると機能不全症状を呈 しているといわれ る国連であるが、

ニカラグァおよびエル ・サルバ ドルでは国連の仲裁が成功を収めた数少ないケースであると称

賛 された。 しか しこのような称賛は停戦 ・武装解除が必ず しも紛争の原因克服を意味 しない中

米社会では、楽観 的 ・皮相的認識でむ しろ危険な見方であるとさえいえる。報告者は①エル'

サルバ ドル政府 ・反政府両陣営か らの除隊者、②ニカラグァ大西洋岸の 自治を要求 し武力行使

に至 った先住民系集団、即ち 「平和の犠牲」であるセクターの動 向に着 目し、国際世論の関心

か らはずれつつあるgo年 代の中米において、紛争の根源的解決を図る上でいかなる条件が必要

であるかを探 り、併せて域外社会 の関与のあ り方を再検討 した。

この研究会では、AO1班 全体の研究 目標、 とくに国際 シンポジウムへむけての取 り組みに

ついて もあわせて論議 した。
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第13回 研究会(1995年10月7-8日 ノは京都市において開催 した。古川久雄が 「中国 と東南

ア ジァ、地域一生態関連をみ る」 と題す る報告をお こなった。古川は19世 紀か ら20世 紀にかけ

て、 ヨーロッパ文明の介入によって東南アジアに生 じた生態環境の変化を文献資料か ら収集 し、

とくに雲南省においては少数民族が漢文化 とどのように対峙 しているか、生態環境 と生業に焦

点を合わせて調査 した。またメキシコとブラジルのイ ンディオ、 ヨーロッパ人、黒人の作る景

観を比較調査 した。

また島根大学農学部の小池浩一郎が 「途上国における勘定型の環境把握」と題す る報告 をお

こなった。詳細は増田班の報告にゆず る。

第14回 研究会(1995年12月9-10日)は 筑波で開催 した。神戸大学の渋谷鎮明が 「東アジァ

の風水観」と題する報告をおこな った。詳細は斉木班の報告 にゆずる。

この研究会ではまた今後の研究方針について協議 した。

第15回 研究会(1996年2月3日)は 東京都において開催 した。鎌野邦樹が 「生態環境 と 「自

然の権利』について」と題 して報告 した。最近のわが国の裁判(「 アマ ミノクロウサギ裁判」

1995年2月23日 鹿児島地裁提訴)を 素材 として、生態環境における 「自然の生存権」、 「人間

中心主義 と自然中心主義」等について話題を提供 した。生態環境に対する規範 として、 「自然

の生存権」や 「自然中心主義」の考え方をただちに具体的な政策 ・法 という形で定立すること

は、今 日どの地域において も社会的な合意を得 られないであろうが、 「人間中心主義」的規範

が既 に数多 くの問題を露:呈し、限界を越えつつ あることが今後ますます明 らかにな ってい くで

あろうことが指摘 された。

ついで神戸芸術工科大学の斉木崇人 ・渋谷鎮明が 「ベ トナムの住居 ・集落の立地 と環境観」

と題 して、ベ トナム北部での村落における住居配置などの景観が もつ意味論について報告 した。

前回に引き続いて、最終年度の研究とりまとめの方向について、各人の構想 につ いて論議 し

た。

研究会での話題提供 はなか った ものの、吉田集而はオース トラリアのキ ャンベラにおいて、

ニュージーラン ドの 自然と人間の関係にかかわる文献調査をおこなった。考古学的な文献およ

び化石に関する文献、さらに現在のマオ リ族の 自然利用 と自然認識などの文献か ら、かつての

マオ リ族の生活 とその自然利用、さらに現在のかれちの自然認識について研究 した。また短期

間ではあったが、ニュージーラン ドの現在のマオ リの生活 と自然環境を観察 した。

安成哲三は中国 ・モンゴルの乾燥 ・半乾燥地域における降水量の年 々変動を過去40年 間のデ

ータについて調べ、その長期傾向と地域特性を明らかにした。またアジア内陸地域の夏の降水
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量が南アジア、東南アジアのモンスーンとどのように関連 しているかについて も考察 した。

中村浩二はイン ドネシアを2回 訪問 し、現地研者 と実施 してきた昆虫類の個体群動態の長期

調査をひきつづきおこなった。 この調査は1990年 にイン ドネ シア各地で食葉性テ ン トウムシ、

バナナセセ リ、 ジンガサハム シ、ア リ、カメムシなどを対象に続けてきた もので、データの集

積はすでに5年 近 くにおよんでいる。

二宮生夫はサラワク州ランビル国立公園における日 ・マ ・米三国国際共同計画による研究プ

ロジェク トであるサラワク熱帯雨林の長期生態観察計画に参加 し、林冠構成種の生態生理 に関

する研究をお こな った。

4.研 究 の成果 と フロンテ ィア

実施 した研究 ごとの成果とそれぞれが発見 したフロンティアをみてお こう。吉田集而のマオ

リ族研究は民族誌研究に成果をあげただけでな く、地域研究 として人 と自然の関係を明 らかに

する上で重要な貢献であった。マオ リ族はソサェティー諸島か らAD800年 頃にニュージーラン

ドに移住 してきた。かれらのニュージーラン ドにおける歴史はたかだか1,200年 ほどしかない。

異な ったグループがいちどに北島に達 し、さらにニュージーラン ド各地へ展開 していった と考

えられている。かれ らはイヌは連れてきたが、ブタやニワ トリはもっていなか った。ブタやニ

ワ トリは後に持ち込まれたものである。タロやヤム、 ヒョウタンなどはもってきた。移住者の

農耕 はそれほど進んだものではなか ったと考え られている。故郷は熱帯で移住先は温帯である。

かれ らのもってきた作物は生活を賄 うに十分な食料源 とはなりえず、ニ ュージーラン ドのエ ン

デ ミックな野生動植物を利用することになった。熱帯民の野生動植物 を利用 した温帯への適応

が始 まった。その過程 はかな り徹底 した 自然破壊であった。 もっともよ く知 られた例がモアの

絶滅である。モアは飛べない鳥で重量250kg、 高 さ2メ ー トルを超える巨鳥を含むグループで

6属13種(か つては23種 といわれていた)あ った。移住者の狩猟の対象 となってモアは絶滅 し

た。かれらが絶滅に追い込んだのはモアばか りではない。多様な鳥骨が遺跡か らみつか ってい

る。その結果 自然環境を大き く変えて しまった。魚介類の採取がより重要 になった。漁労は熱

帯と温帯にかかわ らず、同 じ方法が採用できる。ただ漁具を作る材料が変わるだけである。乱

獲による沿岸部の 自然破壊 も見逃す ことができない。それは漁具の変化 によって跡づけること

ができる。錆やナイフが消え、かわって.単式、複式の釣 り針が1,400年 頃から多 くなる。大型

の海獣魚か ら小型の魚介類 に対象がかわ った。植物についてはワラビが重要であった。サツマ

イモの栽培 もかな り早いとされ るが、初期の食料源はワラビに負うところが大きい。 ワラ
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ビは草原を焼いて も生き残 り、む しろ焼 くことによって根茎の収量があがる。草原はワラ ビの

ためにあちこちで焼かれ ることになる。移住は新 しい環境での適応を余儀な くさせ、過剰な狩

猟採集によって自然破壊の原因となった。野生の動植物採取では生きてゆけない状況のなかで

栽培が重要な意味を持 って くる。かな り早 くか ら栽培 されていたらしいサツマイモへの依存度

は徐 々に、そ して14世 紀にはいる頃から急速 にたかまっていったと思われる。

現在のマオ リは自然保護者を任 じて白人 と対決 している。かれ らの伝統的な生業は自然を大

切にす る知恵に満 ちてお り、かれらの生きざまこそが 自然保護者の姿であるとして、 自然破壊

者 としての白人の急激な開発 に反対す るとともに、 自分たちの独 自の 自然利用権益の回復 を求

めている。かれ らは1,000年 以上にわたる自然破壊の経験か ら、巧妙な自然利用の方法を生み

出したのであろう。 しか し白人の 自然破壊とマオ リの 自然保護は近代的大規模破壊 と伝統的小

規模破壊 とその対策の対比 とみることもできる。先住民の伝統的 自然利用方法を無条件に是 と

する ものではないが、われわれは近代的大規模破壊に対 して どのような対策を講ず るのか考え

ねばならないのではないか。近代的大規模破壊はどう贔屓 目にみても、人 と自然の関係にとっ

てきわめて危険な状態になっていることを承知 しておかなければならないか らである。

飯島み どりは現地調査によって、ニカラグ ァほどの小国をさらに二分する植生の大西洋岸 と

太平洋岸の違いを体験的に確認 した。スペイ ン征服当時、あるいはそれ以前の両地方の生態環

境のちがいは現在 ほど対照的ではなかったか もしれないが、5世 紀の歴史によって 「改変」さ

れた生態環境のちがいはそれぞれの環境下で生きる人の社会意識 に反映 して も不思議ではない。

この事実は大前提 であ りなが ら、紛争当時者双方に充分認識 されているとは言い難い。この点

の再認識が必須で あることを痛感 した。 「和平後」の大西洋岸には韓国 ・台湾資本が漁業 ・森

林開発に進出 して きている。開発認可権は依然、中央政府が握 っている。これに対する大西洋

岸 自治地域政府は憲法改正による自治権拡大を 目指 している。自治域の固有言語尊重を定めた

言語法 と現実 との矛盾 もあらわにな っている。またニカラグァ全体の体制変動に伴い、従来問

題を追跡 していた現地の研究機関の存続が危ぶ まれてお り、外部の研究者の関与が現地におい

て も望まれている。

鎌野邦樹は生態 と規範 というテ ーマのもとで、環境倫理学の今 日までの成果を参照 しなが ら、

国際環境政策法(生 物多様性条約など)及 び国内環境政策法(種 の保存法など)の 考察を行っ

た。また、イン ドネシアの環境政策法についても、規範(国 家 レベルの規範)の 国際化(た と

えば、生物多様性条約の批准)と いう点から考察を加えた。

安成哲三はユーラシア大陸内陸に広 く分布する乾燥 ・半乾燥地域で現在進行 している砂漠化
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のひとつの要因である降水量変動の実態把握 とその支配要因、特に水蒸気輸送場の変動 と関連

する大気循環の変動を解析 した。 この地方の降水量変動のメカ.ニズムを研究 した例はこれまで

にはほとん どない。中国とモンゴルの乾燥 ・半乾燥地域の夏季降水量の経年変化の特性によっ

て、1)タ クラマカ ン砂漠、II)黄 土高原、IIDモ ンゴル中 ・南東部～中国華北、 正V)

天山山脈の北側、V)モ ンゴル北部の5地 域に区分することができることを確かめた。

各地域の夏季降水量の経年変動 と北半球の大気循環場の変動及びイン ドモ ンスーン活動 との

関係 をみると、タクラマカン砂漠(地 域1)で は夏季降水量は10年 スケールの長周期傾 向を示

し、北大西洋か らユーラシア大陸の大気循環変動およびチベ ット高気圧 の動向 と密接に関係 し

ていた。黄土高原(地 域II)の 降水量 は顕著な2-3年 周期をもち、イン ドモンスーン総降

水量 と正相関が見 られた。地域IIIの 夏季降水量は1955年 以降有意な減少傾向を示 した。 こ

の地域の降水量は、大陸の地域的な大気循環変動のみ と関連 していた。天山山脈の北側(地 域

IV)で の降水量は10年 スケールの振動が卓越 してお り、偏西風波動の動きと密接 に関係 して

いた。モ ンゴル北部(地 域V)の 夏季降水量には特徴的な振動や傾向は認め られなかった。

これ らのことか ら、地域1、IV、Vの 降水量の経年変動は、夏季 中緯度の半球スケールで

の定常プラネタ リー波の変動 と密接に関係 していることが、地域IIは 南アジアモ ンスー ンシ

ステムと、地域IIIは ユーラシア大陸上の地域的な循環 と関係 していることがわかった。

この地域がどこか ら水蒸気を受けているのかを調べた ところ、季節平均の場では北西か らの

水蒸気輸送が卓越 しており、水蒸気源のひとつは西 シベ リア低地であることが示唆 された。最

も乾燥 したタクラマカ ン砂漠へは天山山脈を北側か ら時計回 りに水蒸気が輸送 されてお り、南

か らチベ ッ ト上空を超える水蒸気 とチベ ッ トの北東部を迂回 して東風 として入 り込む水蒸気 に

よってつよい雨が降ることがわかった。

中村浩二は昆虫類の個体群動態 について非季節的多雨気候(パ ダ ン)と 季節的熱帯気候(シ

チウ ン、プルウォダデ ィなど)で あきらかに異なる様相を しめす ことをた しかめた。またイン

ドネシアでは、気候条件 にかかわらず(パ ダン、ボゴール、プルウォダデ ィなどで)昆 虫類の

死亡要因は生物的要因(と くに寄生)が 日本に比べて非常に大きいことをつきとめた。明瞭な

乾季のある地域(プ ルウォダディ)で 食葉性テ ントウムシは、数カ月にわたる乾季に個体数が

減少するが、そのまま食草上にいて乾季末まで産卵 しつづけることが判明 した・

ボゴール動物博物館に所蔵 されているジンガサハムシ類の標本 は(1)保 存状態がきわめて

良好で、Junkの カタログによる分類体系に沿 って整理されており、きちんとユニッ ト.ボ ック

スに納め られていること、(2)標 本にはこのグループの専門研究家による同定ラベルが付 さ
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れているものも多いことがわか った。タイプ標本を含む最重要標本の多 くがイ ン ドネ シアの独

立時に、オ ランダ人によ り持 ち去 られた形跡があったが、それで も多数の非常に貴重な標本が

よい状態で保管されていることが確認 された。独立後はあまり標本数はふえていないが、第二

次世界大戦中にヨーロッパ の標本の多 くが失われているので、ボゴール動物学博物館所蔵標本

の価値は高い。今回の調査をもとに して、ジャワ島の ジンガサハムシのチェックリス トを公表

した。

二宮生夫 はランビル国立公園の林冠構成樹種の数種の林木の光合成、蒸散速度をinsjtuに

測定 した。光 一・光合成曲線を解析 して光合成系の内部反応の種特性を抽出す ることができた。

これ らの成果は近 く始め られる熱帯雨林生態系修復のための植栽実験に応用 され る。

5.今 後 の課題

既 に述べたように 「地域 と生態環境」班の到達点は地域全体系一社会生態系の社会、生態諸

過程の解明、特 に相互作用系の解明であった。地域全体系の通時的変化を見 とおすために社会、

生態諸過程を評価す る必要がある。生態諸過程があき らかにする 自然は 自然だ けの存在 ではな

い。必ず人 ・社会の環境、資源 として評価 されたものである。社会化 した、文化化 した自然で

ある。人が価値判断 した 自然である。地域研究に関わ る研究者は研究者 としての、 自然を対象

として活動する人は人 としての価値判断を迫 られ る。価値判断を伴 った行為、規範性を伴 った

行為が求め られる。

古川久雄は人間と自然の関係が地域形成に分節 される面の研究はふえてきた。分節化の方向

でな くて、普遍的形態がないのか、あるとすれば何を捉えればいいのかを考えてみたい という。

吉田集而は今後の課題 として、現代 におけるマオ リの自然保護の主張の根拠をいまいちど検討

するという。かれ らの主張は実践的 とい うより政治的キ ャンペーンの性格が強いと思われ る。

そう したキ ャンペーンの是非を論ず るのではな く、思想の創生 という観点か ら歴史的に追 って

みたいと考えている。

飯島み どりは聞き取 り調査によって、大西洋岸住民の一共同体が本来の村落共同体の外 に共

有地を維持 していることが判 明した。 このような共有地はこの共同体が20世 紀初めに、ニ カラ

グァ ・英国間で結ばれた条約 の趣 旨に訴え、認知 されたとい う。事実関係が妥当ならば、 国家

間条約 と国家内下位集団、この場合はエスニ ック ・グループの関係、あるいは共 同体による土

地 ・天然資源保持を規定する戦略 として、先駆的意義がある事例であろう。 この点を裏づける

ための追跡調査を実施す ることが今後の最優先課題であるという。
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鎌野邦樹は東南 アジア(イ ンドネシアなど)や わが国の生態環境に対する 「伝統的規範 」と

国際的規範(条 約、協定、宣言)お よび主権国家の規範(政 策法)の 関係を特 に近現代文 明の

所産である 「所有 と利用」の社会 システムの解明 とい う点か ら考察す る。こうした作業をつ う

じて21世 紀 に生 きうる 「生態規範」ない し 「地域および地球規模の土地利用のための規範」を

考究す る。

安成哲三 はアジアの夏のモ ンスーンが中国 ・モ ンゴルのア ジア内陸地域 に影響 していること

が示 されたが、降水量の減少傾向がモ ンゴル東南部か ら中国内モ ンゴル 自治区付近に限 って顕

著にあ らわれていることから、その原因が人間活動による 「砂漠化」 によるものか どうか、今

後の研究課題である。地域性が強いだけに人為活動による気候改変の可能性がつよい。

中村浩二は昆虫個体群 と小動物群集の動態調査を さらに継続 し、特にエル ・ニーニ ョや異常

多雨などの気象現象 との関係を考察す る。 またよ り多様な生態環境を調査対象 とし、生態環境

による生物多様度の変異を明 らかにす る。 これ らの結果を総合 して、イ ンドネ シアの生態環境、

生物種多様度の実態把握法 と保全方針を提言する。 とくに環境援助、研究協力のあ り方を検討

する。

6.メ ンバーの研究業績(平 成7年 度発表 分)

荻野和彦

「サラワク熱帯雨林の大規模長期生態観察」文部省科研費創成的基礎研究 『アジア ・太平洋地域を

中心 とす る地球 環 境 変 動 の研 究 』 報告 書,pp.211-213,1995.

Proceeding of Workshop on "Long Term Ecological Research in Relation 

  Held 25-27Jul, 1994, in Kuching, Sarawak, Malaysia. Forest 

  ing(Eds. by H. S. Lee, P. S. Ashton and K. Ogino), 1995.

to Forest Ecosystem Management", 

Department of Sarawak, Kuch-

「熱 帯 林 の林冠 か ら」(共 著)全 国大 学演 習林 協 議 会編 「森へ ゆ こ う』丸 善 ブ ッ ク,PP・102-112,

1996.

「マ ン グ ロ ー ブ 、
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Avicennia

69-79, 1995.

marina の塩分吸収と排出」 May Sy TUAN, 二 宮 生 夫, TROPICS 5

「サ ラ ワ ク熱帯 雨林 の 主 要樹 種 の 生 態生 理 」(共 著:二 宮 生 夫)文 部省 科 研 費創 成的 基礎 研 究 「ア ジ

　 ア ・太 平洋 地 域 を 中 心 とす る地 球環 境 変 動 の研 究 』 報 告書,pp.221-224,1995・

二宮生夫

「マ ン グ ロ ー ブ 、 Avicennia marina の塩分吸収と排出」 May Sy TUAN, 荻野和彦 TROPICS 5
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(1/2):69-79,1995.

「サ ラ ワ ク熱帯 雨 林 の 主要 樹 種 の 生 態生 理 」(共 著:荻 野 和彦)文 部 省 科研 費 創 成 的 基礎 研 究 「ア ジ

ァ ・太平 洋 地 域 を 中心 とす る地 球 環 境変 動 の研 究 』報 告 書,pp。221-224,1995.

「サ ラ ワ ク熱 帯 雨 林 に お け る林冠 構 成 樹種 の光 合成 」7ROP/C34(4):297-305,1995。

「落 葉 広 葉樹 の 相 対成 長 関 係 一現 存 量 推 定 の信 頼度 」文 部 省科 研 費 一 般研 究C「 落葉 広 葉樹 の 資源

量 推 定方 法 に 関す る研 究(研 究代 表 者:小 見 山章)』 報 告書,pp.9-14,1995.

鎌 野 邦 樹

『民 法1総 則(2)』(共 著)青 林 書 院,pp。3-58,1995.

「環 境 権 」 「入 会 権 」 な ど 環 境 法 及 び 民 法 の 関 連 用 語125項 目 の 解 説 、 松 村 明 編r大 辞 林 』 改 訂 版,

三 省 堂,1995.

「ドイ ッ 私 法 紹 介 ・物 権 法 」 『比 較 法 研 究 』(日 本 比 較 法 学 会)57号,1995(近 刊).

古 川 久 雄

"HeijiJapan'sEncounterwithModernization
,r東 南 ア ジ ア 研 究 』33:497-518,1995.

「東 南 ア ジア に お け る 生 態 環 境 の 変 貌 」 重 点 領 域 研 究 「総 合 的 地 域 研 究 」 成 果 報 告 書 シ リ ー ズ

10:5-15,1995.

安 成 哲 三

"Interannual variations of summer precipitation in the arid/semi -arid regions 

   and Mongolia. Their regionality and relation to the Asian summer monsoon." 

   Yatagai, A.) Jour. Meteorological Society of Japan, 73: 909-923, 1995.

in China 

(with

吉 田集 而

　 r生 活 技 術 の人 類 学 一国立 民 族学 博 物 館 シ ンポ ジ ウム の記 録 一』(編)平 凡 社,1995。

　 『風 呂 とエ ク ス タ シー　 入 浴 の文 化 人 類 学 』平 凡 社,1995.

　 『酒 づ く りの民 族 誌 』(共 編)八 坂 書 房,1995.

飯 島み ど り

　 r大 西 洋 岸 自治 の ゆ くえ 一幾 度 目か の ブ ー ムを 越 え て 』(神 戸 市 外 国語 大 学外 国 学 研 究所 ・95年 度研

　 　 　 究 報 告所 収 ・近刊)。

中村 浩 二

"S
urvivorship and Fertility Schedules of Three Phytophagous Ladybird 

   (Coleoptera: Coccinellidae) under Laboratory Conditions in Bogor, 

   L. E. Pudj iastuti & H. Katakura ), Tropics 4: 223-231, 1995. 
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